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2026年

3月6日（金）・7日（土）

@代田区民センター

地下2階 多目的室

代田地区

地区街づくり計画の
素案説明会

● 携帯電話は、マナーモードに設定をお願い
します。

● 開催状況の記録のために、録音、写真撮影
を行います。
取り扱いには十分注意をいたします。

● 会場内は、撮影禁止とはいたしませんが、
皆さんが撮影された写真につきましても、
取り扱いにご配慮をお願いします。

注意事項
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配布資料の確認

・次第

・スクリーンに投影する資料の綴り

・地区街づくり計画素案（概要）

・説明会参加者アンケート
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本日の進行

開会

1．地区街づくり計画（素案）について

2．質疑応答

   ・その他

閉会
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１.地区街づくり計画
（素案）について
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①地区の概要・経緯
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代田小学校

さくら花見堂

まもりやまテラス

代田区民センター

地区の状況（交通・みどり・新たな公共施設）

環
状
七
号
線

京王井の頭線

小田
急線

京王井の頭線

小田急小田原線

環状七号線

北沢川緑道

羽根木公園

羽根木公園

まもりやまテラス

まもりやまテラス

代田区民センター

さくら花見堂

北沢川緑道

代田区民センター

さくら花見堂

公園・広場

交

通

#
$
%

#
$
%

新
'
(
公
共
施
設

地区会館等
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地区の状況（文化財・地域活動・風景資産など）

代田餅搗き(三土代会)

代田八幡神社鳥居

代田小学校

さくら花見堂

まもりやまテラス

代田区民センター

代田八幡神社

北沢川緑道

61号鉄塔

環七壁画(SAP)

羽根木公園・

プレーパーク

61号鉄塔

羽根木公園・

プレーパーク

環七壁画

文
化
財

富
士
山
3
眺
望

6
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地
域
風
景
資
産

地
域
活
動

8

富士山の眺望



代田の街づくり

ワークショップによる検討

・代田富士見橋

・代田富士３５６広場

・世田谷代田駅前広場 など

代田小学校

さくら花見堂

まもりやまテラス

代田区民センター

代田６丁目

代田５丁目

代田４丁目

代田２丁目

代田３丁目

代田１丁目

小田
急線
の地
下化

小田急線地下化の動き

小田急線線路

跡地の整備

地下化による

街の変化への対応

・代田地区の基礎調査

・街づくり学習会など

9

代田の街づくりの経緯

小田急線地下化の動き

H23 街づくり検討会（２･５丁目）

H24 代田地区の基礎調査（全域）

H25 代田の街づくり学習会（全域）

H2９ 代田まちづくり協議会の発足

R５ 代田地区街づくり計画（原案）の提案

H27 代田富士見橋
H28 代田富士356広場完成

H22 〜 ワークショップによる検討

R3 世田谷代田駅駅前広場完成
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令和

５年原案の提案（代田まちづくり協議会）

代田街づくり通信vol.1より ▼

私たち「代田まちづくり協議会 」は、 2017年に代田1〜6丁目

の住民有志によってつくられた「まちづくりの将来のあり方を

考えるための住民組織」です。

2023年８月２３日に、 協議会でまとめた「代田地区まちづくり

計画」を世田谷区北沢総合支所長に提案しました。

協議会を月１回開催していますので是非

お越しください。

地区のみなさんの参加をお待ちしてます。

「代田地区まちづくり計画」を原案として、 地区のみなさんにも

ご参加いただきながら、 代田地区の「地区街づくり計画」の策定に

向けて検討を進めていきます。

代田まちづくり協議会
のみなさん

世田谷区北沢総合支所

街づくり課

区が地区のみなさんと 「地区街づくり計画」 の検討を進めます
住民有志による

提案を受けて

協議会の提案は、 区で定められるルールよ

りも幅広いまちの課題に対する提案となって

います。 「地区街づくり計画」 の策定に向け

て、 何をルールに盛り込んでいくのかなどを

一緒に考えていきたいと思います。

ぜひ、 検討の場に足をお運びください。
11

提案書

（代田まちづくり協議会）

▼

市街地の保全や整備等

地区街づくり計画とは

「街づくり」 「街づくり条例」

住民参加
住民主体の街づくり

Ｓ５７ 世田谷区街づくり条例 制定

Ｈ７ 地区街づくり計画制度 創設
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安全で住みやすい市街地形成に向けて…

地区の特性に応じた

「街づくり」のルール を定める。

地区住民と街づくり協議会は、

地区街づくり計画の原案の提案

ができる。

地区街づくり計画とは

13

の開催

代田をつなげ、街の安全、魅力を高める

“街”のビジョンづくり

地区街づくり協議会 まちあるき ・ 意見交換会・オープンハウス

提案

「街づくり」

みどり、道路、建築

「まちづくり」

マナー、防犯、防災活動など

様々な街への「想い」 取組み・アイデア

地区街づくり計画にどう位置付けるか？ 位置付けられること・取り組めること

代田地区の地区街づくり計画の策定

区・住民・事業者等によるアクション（協働）へ

令和

６・７
年度

14



みらい会議等での検討

公告
縦覧

へ
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地
区
街
づ
く
り
計
画
策
定

計
画
策
定
手
続
き

ֽ֭֠ଵඡ֧
ड༎֭॰Ⴁ

ֽ֭֠൙጖ໂ֭੢ዛ

፭Ꭼ ӿႩ㕱㕲ଈ

֟փ֞
״׮ל؊

༉ဂ
ֽ֠ց׊֌

፭Ꭼ ԀႩ ӻӼଈ

զ༉ဂֽ֭֭֠
൙጖ໂ֧ሑ෕ Ք
ணևבب؜׬פח
ׇօէ

༉ဂ׈־փ
वਢғ

፭Ꭼ ԀႩ Ԁଈ

զ༉ဂֽ֭֠בཐ֢֥Ւ
֒օ֢֩֞׈փփ֩ב
ணևׇօէ

༉ဂ׈־փ
वਢҒ

፭Ꭼ ԀႩ ӻӺଈ

զӻӾ ֽ֭֭֠
փ֪ဨᅲ׈־
ׇ֖օէ

ب،՛ן
׮כ؄

ဨᅲ֩֨

፭Ꭼ ԁႩ ӻӺଈ

զ༉ဂ地区

地区街֤֎׉計画

ຍࡎӡ֞֞֌༊Ӣ֭

ൾऴէ

ب،՛ן
׮כ؄

፭Ꭼ ԁႩ㕱㕰ଈ

༉ဂ׈־փ
वਢҖ

፭Ꭼ ԁႩ Ӽ�㕳ଈ

࿶ؠ؂؆ ဨᅲ֩֨

զ街֤֎׉計画֭ሑ୶ต֭࿶ಘ´࡝ଣᇻആէ

զ༉ဂ֭街֤֎׉

計画֭ሑ୶ตב

ணևׇօէ

༉ဂ׈־փवਢҔ ፭Ꭼ ԁႩ ԁଈ

զ地区街֤֎׉計画

ຍࡎ ӡ֞֞֌༊Ӣ

॰Ⴁׇ֖օէב

զ地区街֤֎׉計画
ຍࡎ ӡ֞֞֌༊Ӣ

֭ၾዴ֭ጫशב
ෆׇ׀օէ

༉ဂ׈־փ
वਢҕ

፭Ꭼ ԁႩ Ӽଈ

፭Ꭼ ԂႩ ӽଈ

ຍࡎ
๊ነव

計画֤֎׉

〜令和5年度
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本日

歴史

文化

憩
住

環境

賑い

交通

安全な

移動

代田まちづくり
協議会提案

マナー
マンション
防犯、防災

赤堤通り
環七
歩行者･自転車
バリアフリー

駅前広場
にぎわい
（環七,商店街,小田急上部等）

新代田駅前の安全
性

!
"
#
$
%
&
会
議

地名・史跡
ダイダラボッチ
富士山眺望
環七壁画

座れる場
緑化
公園、広場

〇情報発信の充実
（ルール、イベント）

〇コミュニティづくり

〇浸水対策

歩きやすい
  道づくり

・運転側の意識
・地域主体のまちづくり
が大切

つながるみどり

・みどりは社会基盤

・ひとつぼみどり運動

協議会提案、みらい会議の意見・視点

代
田
地
区
地
区
街
.
/
0
計
画
3
素
案
6
7

参加者

講座

区施策

国士舘大学 寺内教授

生物生息、防災、水循環、風景
遊び場、教育、健康増進…
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②地区街づくり計画（素案）

17

地区街づくり計画の構成

歩きやすく
出かけやすいまち
歩きやすく

出かけやすいまち

心地よい住環境や
コミュニティを
育むまち

心地よい住環境や
コミュニティを
育むまち

の整備、維持管理の方針

交通機能
の整備、維持管理の方針

公園・広場等
の整備、維持管理の方針

公園・広場等
の整備、維持管理の方針

緑化・環境保全
の整備、維持管理の方針

緑化・環境保全
の整備、維持管理の方針

良好な
住環境を育む
整備、維持管理の方針

良好な
住環境を育む
整備、維持管理の方針

災害に強く、
安心して

暮らせるまち

災害に強く、
安心して

暮らせるまち

まちのみどりを
守り育て
憩えるまち

まちのみどりを
守り育て
憩えるまち

方針

目標

位置 ・区域

方針に基づく取組み

方針に基づく取組みを実現するためのアイデア

街での取組み・活動 建築時の誘導
⾎
⾰
⾒
⾩
⾀
⾅

代田１〜６丁目全域
代
田
ད
区
街
⼬
⼖
⽑
૱
ब

歴史や文化などの
代田の魅力を
大切にするまち
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地区街づくり計画素案（概要）
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地区街づくり計画素案（概要）
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位置・区域

21

位置・区域

代田１丁目～６丁目全域

約136ヘクタール

22

鎌
倉
通
り

羽根木
公園 世田谷

代田

下北沢
新代田東松原

環
七
環
七

梅ヶ丘

まもりやま
テラス

北沢川緑道

6丁目

5丁目

4丁目

3丁目

2丁目

1丁目

茶
沢
通
りさくら花見堂

滝坂道



街づくりの
目標・方針
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街づくりの目標

住環境の調和を保ちながら更なる魅力を育む

歩きやすく
出かけやすいまち
歩きやすく

出かけやすいまち

心地よい住環境や
コミュニティを
育むまち

心地よい住環境や
コミュニティを
育むまち

災害に強く、
安心して
暮らせるまち

災害に強く、
安心して
暮らせるまち

まちのみどりを
守り育て
憩えるまち

まちのみどりを
守り育て
憩えるまち

歴史や文化などの
代田の魅力を
大切にするまち

目標

24



街づくりの方針

目標の実現に向けて

の整備、維持管理の方針

交通機能
の整備、維持管理の方針

公園・広場等
の整備、維持管理の方針

公園・広場等
の整備、維持管理の方針

緑化・環境保全
の整備、維持管理の方針

緑化・環境保全
の整備、維持管理の方針

良好な
住環境を育む
整備、維持管理の方針

良好な
住環境を育む
整備、維持管理の方針

方針

25

安全で快適に通行できる交通環境 外出しやすい環境整備

26

狭い道路の拡幅

沿道樹木の維持・管理

安全な通行

座れる場

暑熱対策になる木陰 適切な夜間照度・視認性の確保

の整備、維持管理の方針交通機能の整備、維持管理の方針



公園等の整備 防災性の向上、憩いの場の確保

【公園緑地配置方針図】

出典：世田谷区みどりの基本計画（H30）

公園緑地が少なく

公園緑地を配置する地域

代田地区

公園・広場等の整備、維持管理の方針公園・広場等の整備、維持管理の方針

27

まちのみどり、環境の保全・育成

28

潤いある市街地環境、地域の生態系の保全、地球温暖化対策

緑化・環境保全の整備、維持管理の方針緑化・環境保全の整備、維持管理の方針



住宅地と調和する店舗等 コミュニティづくり まちのマナーの向上

地域の治安向上 防災力の向上 代田の歴史文化、魅力継承

29

良好な住環境を育む整備、維持管理の方針良好な住環境を育む整備、維持管理の方針

代田小学校

さくら花見堂

まもりやまテラス

代田区民センター

・安全対策

・みどりの保全・
創出・維持管理

・交流の場の促進

・富士山の眺望

京王井の頭線

小田
急線

地図に示すと・ ・ ・

30

環
状
七
号
線

小田
急線

まもりやまテラス

さくら花見堂

北沢川緑道

羽根木公園

環
状
七
号
線

小田
急線

まもりやまテラス

代田区民センター

さくら花見堂

北沢川緑道

羽根木公園

赤堤通り

新代田駅
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建築時の誘導
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建築時の誘導

建築基準法

建築時のルール（条例、計画）

法令・各ルールを補完する建築誘導

主な条例、計画 主な対象 主な目的

住環境整備条例
1,500㎡以上の建築
一定戸数以上の共同住宅等

安全で住みやすい街並

みどりの基本条例 敷地面積１５０㎡以上 みどりの保全、創出

狭あい道路拡幅整備条例 幅員４ｍ未満の道路 ４ｍ道路整備の誘導

中高層条例 一定の高さ以上の建築 良好な近隣関係の保持

環七沿道地区計画 環七沿い 交通騒音の遮音等

下北沢駅周辺地区計画
鎌倉通沿い
（小田急線北側）

賑わい形成、歩行者主体

+

現 状

* 代田地区地区街づくり計画 <目標・方針>
* 地区特性（戸建中心の街並み、戸建から共同住宅への変化、浸水対応など）
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建築時の誘導（ルール案）

① 狭い道路の整備

③ 座れる場の整備

② 一時停車空間の設置

④ すれ違い空間の確保

⑩ 駐輪場、ごみ置き場の設置

⑤ 垣、さくの構造

⑦緑化の促進

⑥ 沿道の夜間照度の確保

⑧ 雨水・浸水対策

⑨ 生活環境への配慮

戸建住宅を中心とした街への調和
防災性の向上、良好な住環境の保全、育成

交通

機能

住

環境

緑化

環境

33

２m

２m
４m

道幅４ｍになるよう拡幅する

日常の通行、消防・救急活動の円滑化

① 狭い道路の整備

対象：幅４ｍ未満の道路に面する敷地

34

交通
機能

道路状に整備
工作物を設けない

ものを置かない
４ｍ未満



敷地内に宅配便などの一時停車空間を設ける（特に大規模建築物）

快適な通行

② 一時駐車空間の設置

35

対象：一戸建て以外の建築物

交通
機能

道路付近に歩行者が座れる場を設ける（特に大規模建築物）

外出しやすい、移動しやすいまち

③ 座れる場の整備

36

対象：一戸建て以外の建築物

交通
機能



歩行者、自転車がすれ違いやすい空間の確保に努める

歩道の通行の安全性を高める

対象：環七に面する敷地

④ すれ違い空間の確保

37

交通
機能

道路や公園・広場、緑道側の垣・さくは、生垣又はフェンスにする

避難路の安全性の確保、緑化の推進

⑤ 垣、さくの構造

ブロックは60cm（２段程度）まで

生垣

フェンス+緑化の推奨

ブロック塀の倒壊抑制

38

対象：すべての建築物

交通
機能

緑化
環境



（窓、門灯など）

建築物等からの明かりを感じられる外構計画の工夫に努める

通りの安全性、防犯効果を高める

写真 イラスト

⑥ 沿道の夜間照度の確保

低木、高木の

組み合わせによる
見通しの確保

人の存在がわかる程度の見通し

（プライバシー配慮）

家あかり

・街路灯の補完
・犯罪や不安を感じる

暗がりの低減

出典：防犯まちづくりデザインガイド（独立行政法人建築研究所） 39

対象：すべての建築物

交通
機能

緑化
環境

既存樹木の保全、緑化の創出に努める（特に道路等からよく見える場所）

みどり豊かで潤いのある市街地環境の育成

⑦ 緑化の促進

40

対象：すべての建築物

緑化
環境



（浸水予想区域、その周辺）建物や敷地内で浸水対策を行うよう努める

浸水被害の防止

対象：すべての建築物

⑧ 雨水・浸水対策

など

東京都下⽔道局HP

止水板の設置

雨水ますの上に
物を置かない

高床にする

緑化
環境

41

出典：世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ（令和５年７月）

ハザードマップ（内水氾濫想定図）

代田五丁目公園

土のうステーション

水害への備えも

雨水対策です。

⑧ 雨水・
浸水対策

北沢川緑道

（代田3-43付近)

42



敷地内に雨水貯留浸透施設を設ける

下水道等への雨水の流出抑制

⑧ 雨水・浸水対策

浸透トレンチ管

雨水浸透ます
出典：ひろめよう、雨水浸透！（東京都） 43

対象：すべての建築物

雨 庭

植栽面
土面の確保

室外機の排気の向き、廊下・窓等の向き
隣地との間隔は５０ｃｍ以上確保するよう努める

心地よく暮らせるように

⑨ 生活環境への配慮

隣地への配慮
・壁面間の距離

・窓等の見合い

・室外機の排気等

お互いが
できる範囲で

44

対象：すべての建築物

住
環境

50cm

以上



【駐輪場（推奨台数）】
住宅系 ：戸数分以上
住宅以外：必要数設置

【ごみ置き場】
・清掃事務所と協議
・敷地内設置に努める

住民が心地よく暮らせるように

⑩ 駐輪場、ごみ置き場の設置

対象：一戸建て以外の建築物

45

管理者
連絡先

住
環境

計画実現に向けて

46



計画実現に向けた取組み（案）

届出イメージ

建築時の誘導（区） 街での取組み・活動（案）

区ホームページ、窓口案内

情報発信
（HP、common等）

普及啓発
の体制検討

世田谷代田

駅前広場活用

の体制検討住民参加に

よるデザイン

検討（標識、

ステッカー等）

交通

歴史・文化

災害の
備え

みどりの
維持管理
（住環境）防犯

地区街づくり計画の案内 ・誘導
（戸建て中心のまちの調和）

座れる
場

地区街づくり

計画を踏まえた

建築計画の検討
建築
確認
申請

工事
着工
へ

建
築
主

世
田
谷
区

建築計画の届出

47

パンフレット

情報発信

48

計画実現に向けた取組み（案）

建築のルール

・建築事業者向け

維持管理

実現誘導

・住む人

・働く人

など

歩きやすく
出かけやすいまち
歩きやすく

出かけやすいまち

心地よい住環境や
コミュニティを
育むまち

心地よい住環境や
コミュニティを
育むまち

の整備、維持管理の方針

交通機能
の整備、維持管理の方針

公園・広場等
の整備、維持管理の方針

公園・広場等
の整備、維持管理の方針

緑化・環境保全
の整備、維持管理の方針

緑化・環境保全
の整備、維持管理の方針

良好な
住環境を育む
整備、維持管理の方針

良好な
住環境を育む
整備、維持管理の方針

災害に強く、
安心して
暮らせるまち

災害に強く、
安心して
暮らせるまち

まちのみどりを
守り育て
憩えるまち

まちのみどりを
守り育て
憩えるまち

方針

目標

位置 ・区域

方針に基づく取組み

方針に基づく取組みを実現するためのアイデア

街での取組み・活動 建築時の誘導
⾎
⾰
⾒
⾩
⾀
⾅

代田１〜６丁目全域
代
田
ད
区
街
⼬
⼖
⽑
૱
ब

歴史や文化などの
代田の魅力を
大切にするまち



今後の予定

49

現状と課題

の確認

将来像の

共有
計画づくり

令和６年度 令和7年度

第3回 第4回 第5回第2回

パネル
展示

パネル
展示

パネル
展示

まち
あるき

第１回

▲

本日

素案
説明会

代田まちの
みらい会議

オープンハウス
（パネル展等）

地区街づくり

計画策定

計画実現

に向けた

取組みへ

計画策定の

手続き

案説明会

公告 ・縦覧

意見書受付

令和8年度〜

２.質疑応答
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